
業務改善助成金
最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援

事業のご案内



出典：厚生労働省Webサイト



令和５年度 地域別最低賃金額

事業所内最低賃金
事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指します。

出典：厚生労働省Webサイト



業務改善助成金とは

助成金支給までの流れ



中小企業・小規模事業者

出典：厚生労働省Webサイト



拡充の
ポイント



「引上げる労働者数」数え方のルール（兵庫県︓令和５年10月1日以降）
【業務改善助成金「30円コース」】を申請する場合



助成上限額

出典：厚生労働省Webサイト



助成率及び特定事業者

出典：厚生労働省Webサイト



助成対象となる経費

労働者の生産性向上に資する設備投資等
参考：生産性向上のヒント集

厚生労働省Webサイト 交付要領

出典：厚生労働省Webサイト



助成対象とならない経費

出典：厚生労働省Web サイト 交付要領



注意事項

•申請期限 ︓令和６年1月３１日（郵送の場合は必着）
•事業完了期限 ︓令和6年2月28日
（事業完了期限内に、すべての取組を完了すること）

•「賃金を引き上げる労働者数」の対象労働者は、３ヵ月以上雇
用されていること

•解雇要件︓交付申請前３ヵ月以内や、賃金引き上げ後６か月以
内に解雇があると、助成金の支給対象外になります



専門家派遣・相談等支援事業

ワンストップ相談窓口のご案内

・「働き方改革推進支援センター」兵庫
電話番号：0120-79-1149

・業務改善助成金コールセンター
電話番号：0120-366-440


